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和解による訴訟の解決に関するお知らせ 

 

 

当社に対して提起されていた訴訟（控訴）について、以下の通り和解が成立しましたので、お知らせ 

いたします。 

 

 

１．訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 

当社は、2015 年 3 月 16 日付で株式会社トラディション日本との間で締結した「ソフトウェア開発 

委託基本契約書」に基づき、ソフトウェア開発業務（以下、「本件業務」といいます。）を提供しており 

ましたが、2015年 9月以降の本件業務に関して、同社は当社に対し報酬の大幅な減額を通告し、その後 

の交渉を一方的に打ち切り、報酬の一部支払いを拒否したため、2016 年 9 月 1 日付で報酬支払を請求 

する訴訟を提起し、2019年 2月 21日に東京地方裁判所において、当社の請求を概ね認める第一審判決 

を受けました。 

その後、同社より、2019 年 2 月 26 日付で控訴申立がなされていましたが、東京高等裁判所からの 

和解勧告を受け、協議の結果、2019年 9月 25日付で和解に応じることといたしました。 

 

２．和解の相手方の概要 

（１）商号        株式会社トラディション日本 

（２）本店所在地     東京都港区東新橋二丁目８番１号 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 エイドリアン・ベル 

 

３．和解の内容 

株式会社トラディション日本から、当社に対して支払われる和解金は 70百万円であり、訴訟費用は 

各自の負担となっております。 

  

４．今後の見通し 

今般の和解成立による 2020年 5月期業績見通しへの影響については軽微となる見込みです。その他、

開示すべき事項が判明した場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 


